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効率的手法導入推進基本調査

効率的で先進的な手法の導入推進

地籍基本調査の概要

1

○ 地籍基本調査は、国土調査法第２条に基づき国が地籍調査の基礎となる情報を整備することにより市町村
等による地籍調査の実施を後押しするもの。
〇 さらなる地籍調査の円滑化と迅速化を推進するため、従来の手法に代わる効率的で先進的な手法を国が実
践し普及させることを通じて、市町村等による効率的な地籍調査手法導入の促進を図ることを目的とした「効率
的手法導入推進基本調査」を令和２年度から開始。

ＭＭＳ（モービルマッピングシステム）
の活用

リモートセンシングデータ
の活用

一部の地籍調査地区を対象に、国が基礎となる情報を整備し
提供することにより市町村等による地籍調査の実施を後押し

効率的で先進的な手法を実践し普及させることを通じて、市町村
等における効率的な地籍調査手法導入の促進を図り、地籍調査
のさらなる円滑化と迅速化を推進

山村部都市部

第二条 この法律において「国土調査」とは、左の各号に掲げる調査をいう。
一 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査
二 都道府県が行う基本調査
三 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者（以下「土地改良区

等」という。）が行う 土地分類調査又は水調査で第五条第四項又は第
六条第三項の規定による指定を受けたもの及び地方公共団体又は土地改良
区等が行う地籍調査で第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指
定を受けたもの又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に
基くもの

２ 前項第一号及び第二号の「基本調査」とは、土地分類調査、水調査及び地籍
調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量（このために必要な基準点の
測量を含む。）並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行
い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

３ （略）
４ （略）
５ 第一項第三号の「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番

及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び
簿冊に作成することをいう。

６ 第二項から前項までに規定する地図及び簿冊の様式は、政令で定める。
７ 第一項第一号に規定する基本調査、土地分類調査又は水調査を行う国の機関

は、これらの国土調査の各々について政令で定める。

国土調査法

○「地籍基本調査」とは、国土調査法第二条第一項第一号に基づく国
の機関が行う基本調査の一つで、令和２年度から地籍調査の推進の
ために効率的手法導入推進基本調査を実施しているところ。

○「地籍基本調査」は国土調査の一つであり、地籍調査そのものには
分類されない。



〇 地籍調査の実施主体は市町村で、下図の工程で実施。
○ 第７次国土調査事業十箇年計画においては、令和11年度までに1万5千km2の地籍調査を行うことを目標と
しているが、一方で市町村の人員には限度があるため、目標達成のため調査の効率化を図ることが必須。

〇 各工程のうち「基礎となる情報の整備」については、MMS（モービルマッピングシステム）やリモートセンシン
グデータの活用を導入できれば、市町村の手間や費用を大きく削減できる可能性。
○ しかしながら、人員・予算の限られる市町村が独自に技術の試行・導入していくことは困難で非効率。
○ そこで、国が地籍基本調査の枠組みを用いて、一部の地域で試験的にMMSやリモートセンシングによるデ
ータ取得を行って課題を抽出・整理することで手法を確立し、市町村へ普及を図ろうとするもの。

効率的手法導入推進基本調査の目的

【住民への説明会】
現地立会いに先立ち、住

民説明会を実施し、その結
果を資料に反映させます。

【資料収集等）】

準備作業と資料収集
等を行います。

【図面等作成】
収集した資料や測量作

業の結果をもとに図化作
業を行い、境界の図面や
簿冊の案を作成します。

【測量作業】
一筆地測量に先立ち、

地籍図根三角測量、多
角測量、現地測量等を
行います。

【成果の認証・登記所送付等】
調査成果（地籍簿と地籍

図）案の閲覧・確認手続きの
後、都道府県知事が認証し、
市町村で公表され、登記所に
送付されます。

【測量・図化作業等】
測量や図化作業

等を行い、立会結
果を反映させ、地
籍図と地籍簿を完
成させます。

【一筆地調査】(現地立会)
土地所有者等の立会等

により、一つ一つの境界
点を確認をします。

事務手続き土地所有者への確認
・調査の成果案の作成

基礎となる情報の整備
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市町村が実施する地籍調査工程の概略

※ 実際の地籍調査の流れは現地状況や手法によって異なるが、簡略化して記載。

地籍基本調査

データを提供



地籍調査の概要

【地籍調査とは】

〇 国土調査法に基づき主に市町村が実施。
〇 一筆ごとの土地の境界や面積等を調査。
〇 調査の成果は登記所に送付され、登記簿が修正され、登記所備付地図になる。

【地籍調査費の負担割合】
（市町村実施の場合）

都道府県・市町村の負担（各25％）
のうち８割に特別交付税が措置され、
実質的負担はさらに軽減
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国：50%

25% 25%

市町村都道府県

地籍調査前 地籍調査後

○主に地租改正に伴って明治中頃までに作成された図面
○正確性に欠け、土地に関するトラブルの原因となる場合も

○一筆ごとの境界を、最新の測量技術をもって正確に測量し作図
○土地の形状や位置が正確に記録され保存される

【住民への説明会】
調査に先立ち、土地

所有者等への説明会を
実施。

【一筆地調査】
土地所有者等の立会

い等により、境界点等
を一つ一つ確認。

【地籍測量】
地球上の座標値と結

びつけた、一筆ごとの
正確な測量を実施。

【地籍図等作成】
測量結果を基に正

確な地図を作成し、
面積を測定。

【成果の閲覧・確認】
調査成果案（地籍簿と地

籍図）を閲覧にかけ、誤り
等を訂正する機会を設定。

【成果の認証・登記所送付】
成果は都道府県知事が認証

し、市町村で公表。登記所に
送付され登記簿・備付地図が
更新。

【所有者探索等】
事前に土地や所有者等

に関する情報を収集し、
資料等を作成、整理。

地籍調査の流れ



地籍調査の効果

森林は、地球環境の保全、土砂災害の防止、水源
のかん養などの多面的機能を
有しているため、間伐等の施業
を適時に実施されることが重要
であり、地籍調査により境界が
明確になっていれば、施業を
円滑に進めることができる。

地籍調査が行われた地域では、境界や面積など、
土地に関する登記情報が正確なものに改められる。
また、その情報を基に、土地の境界を現地に復元す
ることが可能となる。

効果①土地取引の円滑化

災害が発生した場合、道路の復旧、上下水道等ラ
イフライン施設の復旧、住宅の再建等が急務となる。
地籍調査が実施されていた場合は、その情報を基
に土地の境界
を現地に復元
することが可
能であるため、
災害復旧に迅
速に取り掛か
ることができる。

効果②迅速な災害復旧

効果③社会資本整備・まちづくりの円滑化

効果④適切な森林の管理

効果⑤所有者不明土地対策

道路整備や市街地再開発事業
等の民間開発事業などを進めて
いく上で必要となる土地の境界
確認の作業について、 地籍調査
により境界が明確になっていれ
ば、円滑に進めることができる。

地籍調査によって土地の境界
等を明確化することは、適正な
土地の利用・管理の基礎データ
の整備につながるものであり、
所有者不明土地等の発生抑制
に貢献するものである。

砂防堰堤（イメージ）

森ビル提供資料

適切に管理されていない

所有者不明土地（イメージ）

この結果、土地境
界をめぐる紛争を未
然に防止できるばか
りではなく、土地取引
の円滑化や土地資産
の保全を図ることが
できる。
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進捗率目標

「第７次国土調査事業十箇年計画」の 概要
（令和２～11年度：地籍調査関連）

地籍調査の対象面積と実績・進捗状況

地籍調査の進捗状況と第７次国土調査事業十箇年計画

○ 効率的な調査手法の導入により、第６次十箇年計画におけ

る実績事業量約１万km2と比較して1.5倍の進捗を目指すよう、

事業量を設定

１．「迅速かつ効率的な実施を図るための措置」を位置付け

３．新たな指標（優先実施地域での進捗率）の提示

○ 令和２年の国土調査法等の改正に基づき、新たな調査手続

の活用や、地域の特性に応じた効率的な調査手法の導入を促

進する旨を記載

○ 優先度の高い地域から地籍調査を実施するとともに、国

民に対しその進捗を分かりやすく説明する観点から、第６

次計画において用いている「調査対象地域での進捗率」に

加え、新たに「優先実施地域での進捗率」を提示

２．地籍調査の円滑化・迅速化を見込んだ事業量を設定

※上記のほか、民間等の測量成果の活用や、未着手・休止市町村の解消を計画に位置付け。

調査の実施にあたっては、防災対策、社会資本整備、まちづく
り、森林施業・保全、所有者不明土地対策等の施策と連携
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対象面積は、全国土面積（377,974km2）から国有林野及び公有水面等を除いた面積。

令和元年末
（実績値）

令和11年度末
（目標値）

調査対象地域
（全体） 52％ 57％

うち人口集中地区
（都市部） 26％ 36％

優先実施地域 79％ 87％

うち人口集中地区
（都市部） 33％ 46％

対象面積

［km2］

実績面積
（令和元年度末）

［km2］

進捗率
（令和元年度末）

［％］

全 国 287,966 148,486 52

ＤＩＤ（都市部） 12,673 3,259 26

宅地 19,453 9,892 51

農用地 77,690 54,535 70

林地（山村部） 178,150 80,800 45

計画事業量

十箇年間で 15,000 km2



国が効率的手法導入推進基本調査を実施することにより、これらのボトルネックを解消する。
具体的には、都市部については、多大な時間を要する測量作業を迅速化し、山村部については、広大な領域を一度
に測量し、現地立会を省略することにより、地籍調査の迅速化・効率化を目指す。

ＭＭＳ（モービルマッピングシステム）手法 リモートセンシングデータ活用手法

山村部における地籍調査の課題都市部における地籍調査の課題

論点① 効率的手法導入推進基本調査の対象（狙いどころ）は適切か

○ 都市部では、土地が細分化し複雑であること、山村部では地形が急峻で領域が広大であることが、地籍調
査の効率化を阻害していることから、国が地籍基本調査を実施し、地籍調査における効率的な新手法の導入
を促進することにより、これらのボトルネックの解消を目指す。

○ 都市部（人口集中地区）では、土地が細分化・複雑化されて
いるため、測量の作業に多大な時間を要することに加え、土地
所有者等による境界確認に多大な手間を要する状況。

○ 山村部（林地）では、急峻な地形により現地立会による確認
が困難であることに加え、領域が広大で地形や樹木等の影響で
作業に手間がかかることなどの要因から測量の作業に多大な時
間を要する状況。

ＭＭＳとは、車両にＧＮＳＳ
（全球測位衛星システム）等
の自車位置姿勢データ取得装
置及び３Ｄレーザスキャナ、
カメラ等の数値図化用データ
取得機器を搭載した計測・解
析システム。
ＭＭＳを用いれば、移動しな
がら道路及びその周辺の地形、
地物等を迅速に測定し、取得
したデータから地形図が作成
可能。

リモートセンシングデータの活用ＭＭＳの車両

ＧＮＳＳ

全方位画像撮影

高精細３Ｄ
レーザデータ取得

距離計による
自車位置測定

リモートセンシングデータと
は、航空機や人工衛星など離
れた位置から遠隔のセンサー
により取得されたデータ。
航空機からの撮影や航空レー
ザ測量等を活用して広範囲の
情報を迅速に測定し、取得し
たデータから、空中写真だけ
でなく、微地形表現図、樹高
分布図、林相識別図等が作成
可能。

＜具体的な調査手法＞
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論点② 効率的で先進的な調査手法の導入効果（ＭＭＳ活用）

○ ＭＭＳを活用した手法の導入により、移動する車両からの迅速な測量による現況測量作業の迅速化やコス
トの縮減や、調査過程で得られるバーチャル画像（３Ｄ）を用いることによる現地立会等の効率化が期待され
る。

効果③：コストの縮減効果①：測量作業の迅速化等 効果②：現地立会等の効率化

従来法の場合 ＭＭＳを活用
現地で器具を据え付けて行っていた測

量作業について、ＭＭＳを搭載した車で
走行しながら計測することが可能となり、
測量作業を大幅に迅速化。

ＭＭＳで撮影・計測した写真や三次元
点群データや既存測量成果等の活用する
ことにより、現地立会等の効率化を図る
ことが可能。

土地所有者等は
図面や簿冊によ
り現地状況を確
認

図面と簿冊に加
え、バーチャル画
像（３Ｄ）や三次
元点群データな
どの資料も併せ
て確認すること
が可能

現状

土地の境界点一
点毎に、現地に測
量機器を設置し、
座標値の測量を
実施する必要

主要な基準点の
み現地測量し、Ｍ
ＭＳ関係機材を搭
載した車両で走
行しながら計測し
たレーザ測量成
果で現況測量を
実施

新手法

現状

新手法

三角測量・多角測量・
細部測量
現況測量（MMS活用）

復元測量
住民説明資料の作成

（土地境界、地籍図案等）

１２，３０７千円

三角測量・多角測量・
細部測量
現況測量（TS法、GNSS
法等）
復元測量
住民説明資料の作成

（土地境界、地籍図案等）

１４，２４５千円

コストが14％縮減されると試算

試算の条件（以下の条件で基本調査を実施することを想定）

調査区域 埼玉県伊奈町の一部
事業量 ０．４３㎢
筆数 １，９７７筆
平均傾斜度 平坦地
平均視通状況 市街地Ⅰ
筆形状 不整形地
精度区分 甲二（誤差 7㎝以内）

縮尺 １／５００
所有者数 １７００人
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○ 都市部では、道路に囲まれた街区の周囲の道路と民地との境界（官民境界）だけでも明確になってい
れば、災害が発生した場合に道路等のライフラインの復旧を早期に進めることが可能となることから
令和２年に国土調査法を改正し、官民境界の調査を先行して実施し、国土調査法に基づく認証を経て公表す
ることができる「街区境界調査」の制度を創設したところ。

〇 「街区境界調査」においては、道路を車両で移動しながら迅速に測量を行うことが可能なＭＭＳ手法が最大
限の効果を発揮することが期待される。

（参考）都市部の課題への制度面からの対応

通常の手法で地籍調査を実施 官民境界（街区境界）を先行的に調査・測量

地域を街区等のまとまりを単位
とする複数地区に分割し、順番
に地籍調査を実施。
地籍調査の実施により、街区の
周囲と内部の民地間の境界をす
べて調査・測量し、地籍図を作
成。
街区内の民地の間の境界で所有
者間の合意形成が進んでいなけ
れば、調整に手間取り、地籍調
査の推進に多大な手間と時間を
要することに。

道路に囲まれた街区の周囲の
官民境界（道路と民地との境
界）地域全体の官民境界を先
行して調査・測量。
成果について、国土調査法上
の認証を行った上で公表。

１～３年目
４～６年目

街区境界調査の進め方（イメージ）

道路を車両で移動しながら迅速に測量を行うことにより街区境界の測量に最大限の効果を発揮する

ＭＭＳ手法を用いて官民境界の先行的な調査・測量の円滑化・迅速化をさらに推進
8

官民境界（ ）の測量を短期間で先行的に推進
１～３年目 調査完了
４～６年目 調査完了

未着手地域



論点② 効率的で先進的な調査手法の導入効果（リモートセンシングデータ活用）

9

○ リモートセンシングデータを活用した地籍調査では、作業の手法や手順が従来とは抜本的に異なり、現地で
の測量や立会が不要となるメリットがある。

立会による確認等

一筆地測量（境界点の測量）

現地での立会による境界等の確認
山岳部では、特に高齢の土地所有者等が立会のために現地に赴
くことが困難な場合が多い
現地で滑落や土砂崩落等の事故、熊や大型のハチ、マダニなど
の危険生物等に遭遇する危険性がある

現地立会の結果に基づき、測量機器
で境界点一点毎に土地境界の正確な
測量を実施
場合によっては、測量作業等を実施
するために、下草の刈り払いなどの
伐開作業に多くの労力が必要

図根測量（基準点等の設置）

調査に先立って、基礎的測量情報を整備
急峻な山岳部などでは、現地での作業に
多大な時間が必要

従来法（地上測量による方法） 新手法（リモートセンシングを活用した手法）

集会所での境界確認

土地所有者等は、集会
所等において上記の資
料を基に境界案を確認

航空測量

空中写真測量、航空レーザ測量等
により一度に広範囲の領域を調査
することが可能
現地に行くことなく測量作業を実
施することが可能

航空測量等で得られたリモートセンシングデ
ータを用いて「微地形表現図」、「林相識別
図」、「樹高分布図」、「水路等構造物位置
図」等の視覚的に理解しやすい資料を作成

追加での現地立会

追加での現地測量

測量の迅速化
・効率化

立会の効率化

急峻な山間部での境界の立会

山中での測量

立会者が滑落等の事故に遭遇する危険

微地形表現図

林相識別図

但し、リモートセンシングデータのみで境界案が設定できない場合
や土地所有者の確認が得られない場合は追加の現地確認が必要とな
ることがある

急峻な山間部での確認作業

危険生物



効果③：コストの縮減効果①：測量作業の迅速化等 効果②：現地立会等の効率化

10

○ リモートセンシングデータを活用した手法の導入により、測量作業の迅速化、立会の効率化、コストの縮減等
の効果が期待される。

地上法の場合 リモセンデータを活用

航空測量
（リモセンデータ活用）

住民説明資料の作成
（土地境界、地籍図案等）

１９，９９０千円

多角測量・細部測量
調査点測量

住民説明資料の作成
（土地境界、地籍図案等）

４２，５５２千円

試算の条件（以下の条件で基本調査を実施することを想定）

調査区域 富山県入善町の一部
事業量 １０㎢
筆数 ３，６７２筆
平均傾斜度 急傾斜地(2)
平均視通状況 山Ⅰ
筆形状 不整形地
精度区分 乙二（誤差 50㎝以内）

縮尺 １／２５００
所有者数 ４００人

コストが約52％縮減されると試算

※追加の補備測量等や現地確認
が無いものと想定した場合

現地で行っていた測量作業について、
航空機等からのリモートセンシングデー
タを用いることによって、従来よりも広
範囲の測量を現地に行くことなく実施す
ることが可能となり、作業の大幅な迅速
化が可能。

加えて現地測量作業に伴う危険も減少。

現地で行っていた立会の代わりに、微
細地形や植生状況等が把握可能なリモー
トセンシングデータを活用して作成した
境界案を用いて集会所等で確認を行うこ
とにより、立会に要する時間や労力の大
幅な効率化が可能。

加えて現地立会に伴う危険も減少。

急峻な山岳地等
の危険等を伴う
場所であっても、
土地所有者が現
地で立会により、
土地境界位置を
確認する必要

土地所有者等が
急峻な山岳地等
の現地に行くこ
となく、集会所
等で、空中写真
等を基に境界案
を確認

現状

急峻な山岳地であ
っても、土地の境
界点一点毎に、現
地に測量機器を設
置し、座標値の測
量を実施する必要

主要な基準点の
み現地測量し、上
空からの写真や
レーザ測量結果
を用いて画像上
で土地の境界点
の座標値を一括
算出

新手法

現状

新手法

論点② 効率的で先進的な調査手法の導入効果（リモートセンシングデータ活用）

微地形表現図 林相識別図



具体的な導入の検討に先立ち、必要な調査精度が確保できるか
境界案の作成が可能か、といった技術的判断がまずは必要。

ＭＭＳ活用

論点③ 効率的で先進的な調査手法の導入が進まない理由

○ 新手法の導入が容易に進まないのは、実施主体である市町村に専門職員が少なく新手法に不慣れである
ことが要因と考えられる。
〇 このため、効率的手法導入推進基本調査の実績を積み重ねることにより、技術的課題を明確化するととも
に、地籍調査への活用に当たっての具体的手法を明示していく必要がある。

具体的かつ実践的な活用・導入手法の明示（※リモセン活用の例）

技術的課題のクリア

公図との整合性
公図と現地の整合性 公図と現地の整合性

高 低

地域と精度 村落、小都市 大都市

建物等の状況 低層建築物 高層建築物

障害物の状況
街路樹等の 街路樹等の

障害物無し 障害物が多い

リモートセンシングデータ活用

調査の手順 新手法の手順（準備 → 調査 → 資料の取りまとめ → 土地所有者説明）を分かりやすく整理

境界案の作成手法 公図等の資料の解釈方法、現地精通者等の証言の反映手法、林相や尾根部・谷部、林道等位置情報の活用手法

土地所有者等への説明資料 空中写真、微地形表現図、林相識別図、樹高分布図等の土地所有者等の理解促進に効果的な資料の作成手法

現地立会を省略する際の説明手法 集会所等での土地所有者等への説明で、新手法への疑問点を解消し理解を醸成する手法や資料

現地特性の違いによるコスト差 地域特性、地形特性等による条件の相違によるコスト差

公図との整合性
公図と現地の整合性 公図と現地の整合性

高 低

地域と精度 山林 山林の周辺・農地

山林等の地形 なだらか 急峻

林相・下層植生 単層林・粗 複層林・密

マニュアルの整備、事例集、説明動画等の整備 地籍調査実施主体（市町村等）の不安を払拭

新手法が適用可能と判断された場合、具体的にどのようにすれば
実施することが可能か分かりやすい情報が必要。

11

難易度が高い難易度が低い 難易度が高い難易度が低い



参考となる動画等のウェブサイトでの発信分かりやすいマニュアルや事例集の作成

効率的で先進的な調査手法の導入推進に向けた普及啓発

12

○ 多様な事例の蓄積と合わせて、地籍調査を実施する市町村にその成果を分かりやすく紹介、情報提供して
いくことが大きな課題。
〇 このため、集会所での説明会の実施マニュアルや、効率的で先進的な手法の活用事例集、地域住民に説明
を行っている実演風景の動画といった分かりやすい資料等を整備して、市町村等への普及・啓発を図る。

先進的手法導入のメリットの紹介動画

先進的手法の活用事例集
先進的手法導入手法を活用した地域住民説明の実演動画

集会所での説明会実施マニュアル ＭＭＳ活用マニュアル



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

（参考資料）



（２）都市部の地籍調査の迅速化

（１）現地調査等の手続の見直し

官民境界の先行調査（イメージ）

調査対象の官民境界のイメージ

○防災やまちづくりの観点から、道路等と
民地との境界（官民境界）を先行的に調
査し、国土調査法上の認証を得て公表。

尾根

畑跡

林道

里道

地籍図案の閲覧
（意見の申出）

測量
地籍調査の手続（概要）

所有者の探索につながる情報が
利用できない

所有者の所在不明等により確
認が得られず、調査不可

地籍調査主体の調査だけでは
境界の特定が困難

遠方居住、現地急峻等で
現地立会が困難

現地調査（所有者の現地立会）土地所有者の探索

リモートセンシングデータを活用して作成
した境界案を集会所等で確認（イメージ）

見直し

これまで

完成

※街区を形成する道路等の官側の
管理者等との連携

※民間等測量成果（ ）を活用

（３）山村部の地籍調査の迅速化

○リモートセンシングデータを活用
した新手法の導入により、現地で
の立会や測量作業を効率化。

関連情報へのアクセスを 円
滑化

境界案の公告により、
調査を実施

郵送や集会所での確認等を
導入

法務省の筆界特定制度を必要
に応じて活用

現行の課題： 立会を求める所有者の所在が不明な場合等は、調査が困難。
所有者の所在を探索しやすくする
探索しても所有者の所在が不明な場合等には、境界案の公告等により調査を進め、地籍図を作成できることとする

固定資産課税台帳等の情報利用を可
能とする【国土調査法】

所有者からの報告徴収を可能と
し、現地立会ルールの例外を設
定【国土調査法】

所有者のほか地方公共団体が筆界
特定を申請できるよう措置【不動
産登記法】

官民境界の調査成果について、都道府県知事等の認証を得て公表す
る特例を設ける【国土調査法】

所有者からの報告徴収を可能とし、現地立会ルールの例
外を設ける（再掲）【国土調査法】

（法改正に伴う省令改正で対応）

（参考）地籍調査の円滑化・迅速化（国土調査法等の改正）

○ 地籍調査を取り巻く状況を踏まえ、地籍調査の優先実施地域※での進捗率を、現在の約８割から約９割とす
ることを目指す令和２年度を初年度とする第７次国土調査事業十箇年計画を策定し、地籍調査の円滑かつ迅
速な実施を図るため、効率的手法の導入を盛り込んだ以下の措置を講じることとしたところ。

※土地区画整理事業等により一定程度地籍が明確化された地域、土地の取引が行われる可
能性が低い地域（大規模な国公有地、手を入れる必要のない天然林等）を除く地域

14



（参考）地籍調査の迅速化に向けた課題と対応策

○相続未登記などにより、登記情報が最新のものに
なっていない場合、所有者探索に時間を要する。

地籍調査の迅速化に向けた課題
○所有者探索の迅速化
・固定資産課税台帳等の利用
・登記情報の整備（相続登記の義務化、長期相続
登記等未了土地の解消）

○所有者の所在が不明な場合の調査
・公告手続きを経て調査を進める手法の創設

○市町村等への支援
・地籍アドバイザー（地籍調査に関する知見を有する
測量士、自治体職員OB等）や、国職員による助言
・調査業務の包括的な外部委託制度の活用

所有者探索

○山村部では、地形が急峻であるほか、調査対象面積
が広大であること、高齢の所有者が比較的多いこと
から、所有者による現地での立会いが進みづらい。
○都市部では、土地が細分化・複雑化されていること
から、現地調査に時間を要する。
○所有者間で意見の相違がある場合、筆界を確認する
ことができず、調査が滞る。

○地形が急峻で調査対象面積が広大な山村部や、
土地が細分化されている都市部では、測量作業に
時間を要する。

現地測量

現地調査
○現地調査の合理化
・現地立会いに代わる郵送や集会所での境界確認

○街区境界調査の導入
・官民境界のみ先行して調査する制度の導入

〇効率的で先進的な調査手法の導入促進
・空中写真等のリモートセンシングデータやＭＭＳを
活用した調査手法の導入を促進

※地籍調査の一部工程を国が実施（地籍基本調査）。
この際、国は効率的で先進的な調査手法によって
調査を行い、そのノウハウの普及を図る。

対 応 策

○市町村職員の人員不足等により、調査が進みづらい。

実施主体の体制

○筆界特定制度の活用
・筆界の確認ができない場合、所有者に代わって
市町村等も登記官に筆界特定を申請が可能に

15



効率的な新手法による
基礎となる情報の整備

（参考）効率的手法導入推進基本調査のねらい

16

・・・

・・・

・・・

事務手続き

土地所有者への確認
・調査の成果案の作成

基礎となる情報の整備

効率的な新手法
による基礎となる

情報の整備

事務手続き

土地所有者への確認
・調査の成果案の作成

事務手続き

土地所有者への確認
・調査の成果案の作成

Ａ市

Ａ市

Ａ市 Ｃ市

土地所有者等の立
会等により、一つ一
つの境界点を確認し、
その結果を反映させ
て地籍図と地籍簿を
完成。

登記所地図、道
路台帳、森林計画
図などの既存資料
を収集し、資料等
をもとに現地測量
や現地調査も行っ
た上で現況や境界
点等を確認。
これらの結果を

もとに境界の図面
や簿冊の案を作成。

事務手続き

基礎となる
情報の整備

事務手続き

基礎となる
情報の整備

事務手続き

従来の場合

Ｂ市 Ｄ町

効率的手法導推進
基本調査の実施

国
効率的な新手法
による基礎となる

情報の整備

効率的な新手法の
普及啓発

測量作業の
迅速化等

現地立会等の
効率化

地籍調査の一部を
国が実施して

成果を市町村に提供

成果は、都道府県
知事が認証し、市町
村で公表され、登記
所に送付。

成果は、都道府県
知事が認証し、市町
村で公表され、登記
所に送付。

集会所で確認を行
うなど、現地立合等
を効率的に実施。

効率的な新手法
の導入

さらなる普及啓発

マニュアル・事例集
実践動画等の提供

土地所有者への確認
・調査の成果案の作成

土地所有者への確認
・調査の成果案の作成

土地所有者への確認
・調査の成果案の作成



（参考）地籍整備の取組について

地籍整備とは、土地の境界や面積、所有者、地番、地目などの土地の地籍を明確にすること

地籍基本調査

○国土調査法第19条第５項に基づき、所定の精度以上の地籍調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効
果があるものとして国土交通大臣等が指定。

地籍整備

地 籍 調 査

○地籍の明確化を行うために行う調査

効 率 的 手 法 導 入 推 進 基 本 調 査

19条5項指定

・一筆毎の土地について、所有者、地目、地番を調査するとともに、境界の測量、面積の測定を行い、
その結果を、地図（地籍図）及び簿冊（地籍簿）にまとめる調査。

※地籍調査においては、土地所有者等の立会を実施することにより、境界等の確認を行い、一筆毎の
土地の境界等を明らかにし、その結果に基づき、各筆の境界に関する点の測量や各筆の面積等の
測定等を行うことで、地籍を明確化する。

地籍整備推進支援事業
○地籍調査の円滑な推進のため、地籍調査の経験豊富な有識者を市町村等に派遣し、調査上の課題の克服に向けた助言
を行う地籍アドバイザー派遣制度や、新制度・新手法についての普及・啓発等の取組により、市町村等を支援する。

○その他、必要に応じて、国が地籍調査に先立って測量の基礎となる基準点を設置。

市町村
等

国

民間測量
成果等の
活用

17

○国が効率的で先進的な手法で地籍調査の一部を実施して、地籍調査の基礎となる情
報を整備し提供することで、調査対象地区における市町村の地籍調査の実施を後押し。

〇国が実践した手法の活用事例を蓄積・普及させることで、市町村等における効率的
な地籍調査手法の導入推進を図る。

地 籍 整 備 推 進 調 査 費 補 助 金

地 籍 調 査 費 負 担 金 等

基礎的な
情報の提供

新手法の
普及啓発



（参考）地籍調査（測量）の効率化に係るこれまでの取り組み

①基準点測量
（国が実施）

1~2km間隔で国家基準点設置

②地籍図根三角測量
（市町村等が実施）

500m間隔で地籍調査の基準点設置

③地籍図根多角測量
（市町村等が実施）

200m間隔で地籍調査の基準点設置

④細部図根測量
（市町村等が実施）

土地境界点近傍に地籍調査の基準点設置

⑤一筆地測量
（市町村等が実施）

細部図根測量で設置した基準点等を基に
土地の境界点を測量

【地籍測量の工程】 【従来の測量手法】①～⑤の工程を実施

【効率化Ⅰ】

電子基準点を用いたGNSS*1測量及び高性能な測量機器の利用

【効率化Ⅱ】
GNSS測量による単点観測法の導入

・電子基準点＊2を既知点として②の工程を
行うことで、①の工程を省略

・高性能な測量機器を使用して④の工程を
行うことで、③の工程を省略

・測量点間の距離や角度を
TS（トータルステーション）で計測

・測量を複数工程に分けて実施し、
測量と計算の負荷を分散

・GNSS測量機及び補正情報を用いて、
基準点を設置せずに境界点の座標値を
直接計測することで、①～④の工程を省略

・一点あたりの観測時間は10秒程度
※対象地域：上空視界が開けた農地や宅地

効率化

準天頂衛星
（内閣府HP）

＊1 米国のGPSや日本の準天頂衛星等の各国の衛星測位システムの総称
＊2 国土地理院が全国に約1300点設置するGNSS連続観測点

単点観測法による
計測の様子

電子基準点（国土地理院HP）GNSS測量の様子

TS測量の様子

18



（参考）平成22年度公開プロセスにおける指摘とその対応

事業名：地籍調査

とりまとめ結果：抜本的改善
（取引円滑化等の効果が高い都市部を優先する。取引等の機会をとらえた取組により
効率化できないか検討）

平成22年度公開プロセスの結果

○都市部官民境界基本調査の実施
→土地取引が多い都市部において、都市部官民境界基本調査の実施により、その後の開発事業や地

籍調査の実施を促進

○都市部における地籍調査以外の測量成果の活用
→民間事業者等が行う土地に関する様々な測量・調査の成果のうち、その精度・正確さが国土調査

と同等以上の場合に、当該成果を国土調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等
が指定する制度（１９条５項指定制度）について、特にDID又は都市計画区域で行われる測量等
については、補助金によって指定を後押し

○直轄事業等の測量成果の利用促進
→地方整備局等が発注する用地測量の成果については、１９条５項指定申請を行うよう関係機関に

周知

H22公開プロセスを踏まえた対応
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（参考）国土調査法１９条５項指定を活用した地籍整備の取組

地籍調査以外の測量成果が国土調
査法に基づく指定（19条5項）を受ける
ことにより、地籍調査と同等の扱い国土調査法

地 籍 調 査

地籍調査以外の
測量・調査

成果の認証
（１９条２項）

成果の指定
（１９条５項）

民間事業者、公共事業部局等

指定書の送付

審査

国

市
町
村

（
地
籍
部
局
）

都
道
府
県

（
地
籍
部
局
）

国

<地籍調査の一般的な流れ> <19条5項指定の一般的な流れ>

※19条5項指定手続では、手続の受け手として地方公共団体が関与しない。

○ 国土調査法では、土地に関する様々な測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以
上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定（19条5項指定）することにより、地籍調査の成果と同等に取
扱うことが可能。
○ 令和元年度末までに、11,724㎢の指定を行った。

地籍調査の実施は不要

⑤公告・登記所に送付

①認証請求

③承認 ④認証

➁承認申請

国土調査法
19条５項指定

官報公告

19条5項指定申請

登記所に送付

受付

土地購入者
移転登記

（用地測量、工事完了、分筆登記等）
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（参考）１９条５項指定制度の活用推進

平成22年度以降の取組

H22 都市部で測量を行った者を対象として、地籍整備推進調査費補助金を創設

H24 各地方整備局が発注する用地測量の業務の中で、指定申請を実施するよう通知

H25 自治体等が発注する用地測量成果について、指定申請に向けた取組を依頼

H26 民間事業者等が作成した測量成果について、指定申請に向けた取組を依頼

国土調査を行う者（地方公共団体等）は、
国土調査の効率的な実施のために必要な場合
は、測量及び調査を行った者に代わって申請
（代行申請）できることとした。

国土交通大臣等は、19条5項指定を行った
場合には、その旨を関係都道府県知事へ通知
することとした。

測量・調査を
行った者

地籍調査を行う
地方公共団体等

国土交通大臣等

指 定

都道府県知事
通知

法務局

申請

官報公告

成果の写しを送付

代行申請

令和２年法改正における制度見直し
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（参考）山村部における地籍調査について

被災状況 復旧状況

平成２９年九州北部豪雨の被害を受けた福岡県朝倉市

山村部における地籍調査による効果

効果①：適正な森林整備・保全を通じた国土の保全

森林は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、地球温暖化の防止等の様々な機能を有しており、こ
れらの機能が持続的に発揮されるよう、適正に整備・保全する必要。一方、所有者不明や境界不明確の状態で
は、森林経営管理制度に基づく林業経営の効率化・森林管理の適正化などに支障が生じる。
地籍調査によって、山村部における土地の所有者や境界が明確化することで、適正な森林整備・保全を後押

しすることが可能となる。

効果②：災害の予防保全と災害復旧の迅速化

気候変動の影響により自然災害等が激甚化・頻発化す
る中、山村部においても、土砂災害等の発生が頻発して
いるところ。
地籍調査によって、山村部における土地の所有者や境

界が明確化することで、これらの災害発生に備えた砂防
堰堤等の整備や、災害発生後の迅速な復旧を図ることが
可能となる。

山村部における地籍調査のターゲット

第７次国土調査事業十箇年計画では、「優先実施地域」の概念を明確化し、優先実施地域を対象に地籍調査
を推進しているところ。山村部については、手を入れる必要のない天然林など土地取引が行われる可能性が低
い地域は、優先実施地域から外している。
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地籍調査実施済みによる効果

（参考）地籍調査による災害復旧事業の迅速化（広島県での直轄砂防工事の事例）

H30.7豪雨による直轄砂防工事位置図

※中国地方整備局の資料に基づき作成

○砂防堰堤の整備

イメージ写真広島市（矢口川）

・呉市（大屋大川）では、地籍調査が実施済みで正確な地籍図が
あったため、境界座標の復元により、境界確定が速やかにできた。

・地籍調査の際に土地の所有者等が立ち会っていたことから、地
権者からの同意をスムーズに得ることができた。

・広島市（矢口川）では、地籍調査が未実施であったことから、
境界が不明確な地図(公図）しかなかった。

・このため、土地の所有者等の意見等を参考に、公図を基にして
境界点を調査、測量するなど、工事着手前に必要な境界確定に時
間を要した。

地籍調査実施済みの場合

土砂災害の被災地において、緊急的な直轄砂防工事が必要となったが、地籍調査実施済地域と
未実施地域との間で、工事着手までの期間に約３ヶ月の差が生じた。

地籍調査未実施の場合
▲地籍図（呉市大屋大川）

▲公図（広島市矢口川）

土地境界確認状況

○H30.7豪雨被災地状況

矢口川
（広島市）

大屋大川
（呉市）

実施済
（呉市（大
屋大川））

用地調査・
買収

未実施
（広島市
（矢口川））

用地調査・買収 工事

事業期間
H30.8 R1.9 R2.3

工事

短縮効果
（3カ月間）

○ 平成30年7月豪雨（西日本豪雨）により甚大な被害を受けた広島県内において、緊急的な直轄砂防工事を
実施する際、地籍調査が実施されている箇所では、速やかに境界確定が進んだことなどにより、約3か月、早
期に工事を着手。
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（参考）地籍調査による災害復旧工事の迅速化（福岡県朝倉市の事例）

現地写真

地籍調査実施による効果

実施済
（実績）

境界確認
・測量

未実施
（推計）

境界確認・測量

土地調査の事業期間

H30.9 H30.11 H31.1

【福岡県朝倉市】

・人口 ： 5万人

・着手年度 ： 昭和27年

・地籍調査の進捗率 ： 100％

（参考 福岡県全体：75％）

令和元年度末時点

位置図

※九州地方整備局筑後川河川事務所九州北部豪雨出張所の資料に基づき作成

・ 平成29年7月の九州北部豪雨で福岡県朝倉市赤谷川流域は甚大

な被害を受け、土砂流入等により現地が従前の様相と大きく変化し

ていたため、住民等による所有土地の位置の確認が困難となった。

・ このため、昭和４４年に完了していた地籍調査の調査結果から復

元した図面を提示することで、滞りなく土地所有者から境界の確認

を得ることができ、復旧工事に必要な境界確認・測量にかかる期間

を約２ヶ月間短縮することができた。

被災状況 復旧状況 短縮効果
（2か月間）

R2.3

復旧工事

復旧工事

R2.1

24

○ 朝倉市は、平成29年7月の九州北部豪雨で甚大な被害を受けたが、地籍調査実施済みであったため、この
成果を活用することで約２ヶ月間の事業期間の短縮につながった。



（参考）地籍調査による震災復興関連事業の迅速化（岩手県宮古市の事例）

大規模災害が発生した場合に、
早期復旧・復興が可能

（８ヶ月以上の日数短縮効果）

【計画平面図】

造成地

移転先造成地

造成地

被災直後

図面出典：国土地理院

岩手県

宮古市

※岩手県農林水産部農村計画課ＨＰを参考に作成（写真は宮古市から提供）

被災地から
高台の造成地に集団移転

【岩手県宮古市】
・人口 ： 5万人
・地籍調査の進捗率 ： 43％
（参考 岩手県全体 ： 86％）

令和元年度末時点

位置図 ※【防災集団移転促進事業】 移転先造成地面積：23.5ha
用地調査面積：23.5ha

実施済
（実績） 用地買収【490日】

未実施
（推計） 用地買収【740日】

用地調査期間

高台移転先の造成地の境界測量
に要する期間を大幅に短縮

短縮効果
（250日間）

25

○ 東日本大震災からの復旧・復興において、岩手県宮古市では、高台移転先の造成地で地籍調査が実施済
みだったため、造成（用地取得）に係る期間が地籍調査未実施の場合と比較して約８か月短縮され、早期の復
旧・復興に寄与。



（参考）地籍調査による高規格道路事業の円滑化（長崎県松浦市の事例）

【高規格道路「西九州自動車道」 開通後写真・路線図】

「西九州自動車道」の伊万里松浦道路区間（全体延長約17
ｋｍ）の工事は、平成18年度から19年度に地籍調査を了した
ことで用地買収が円滑に進み、平成29年11月に区間延伸を経
て、平成30年度に松浦インターまでが開通した。

従来は、伊万里市～松浦市間（国道204号）の所要時間が
40分であったところ、伊万里松浦道路開通にともない10分に
短縮され、さらに福岡市へのアクセスも60分短縮された。ま
た、唯一の幹線国道（国道204号）の代替路線としての機能
も有しており、当該道路の効果の早期発現によって、地域活
性化に大きく寄与した。

地籍調査実施による効果

伊万里松浦道路 全長17.2㎞
長崎県側 7.1㎞

H29.11.
5
開通
2.6㎞

H30年
度開通
予定
2.2㎞

H27.3.1
4
開通
2.3㎞

調川IC

松浦IC 今福IC

佐賀県側 10.1㎞
道路工事

実施済
（実績）

用地買収

未実施
（推計） 用地買収

工事期間（用地買収・工事）の事業期間

H20 H23.6 H25～H26
（想定）

H29.11
（開通）

【長崎県松浦市】

・人口 ： 2.3万人

・着手年度 ： 昭和44年度（旧鷹島町）

・地籍調査の進捗率 ： 61％

（参考 長崎県全体：67％）

令和元年度末時点

位置図

伊万里松浦
道路区間

今福IC 至：松浦

至：伊万里

※九州地方整備局長崎河川国道事務所及び松浦市の資料に基づき作成

短縮効果
（2年間）

道路工事

R1
（推計）

○ 西九州自動車道今福IC～調川IC区間（延長2.6km）では、平成18～19年度に地籍調査完了済み（2ヵ年：
調査面積3.15km2）であったため、最低でも2年以上の事業期間の短縮に寄与したと試算。
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（参考）地籍調査による森林施業の円滑化（和歌山県有田川町の事例）

意向調査の結果の例 間伐の実施

■町に委託
■民間業者に委託
■自己管理

R１．５ 所有者への意向調査に向けた検討を開始

R２．３～ 順次、町への経営管理の委託（権利設定）

R１．８ 意向調査に着手

対象森林を選定し、実施時期を設定

森林の経営管理に関する意向調査を順次実施

町へ森林の経営管理を委託
（経営管理権集積計画の作成）
所有者自らが経営管理を実施 等の意向を調査

H31．４ 森林経営管理法施行（森林経営管理制度のスタート）

R２．１０～ 順次、町による間伐等の実施

地籍調査の実施によって境界・所有者等が明確になっ
ていたことにより、
所有者への確認作業が省力化。
一度に大面積（1千ha以上／年）の意向調査が実
施可能となり、町全体として意向調査が効率化。

意向調査の規模は全国でもトップクラス

検討開始から１年半以内に間伐に着手

有田川町における森林経営管理制度の着手経過

位置図

【和歌山県有田川町】

・人口 ： 2.6万人［H27国勢調査］

・森林率 ： 77％［H27農林業センサス］

・地籍調査の進捗率 ： 82％

（参考）和歌山県 ： 48％

令和元年度末時点

地籍調査を実施していなければ、検討開始から
間伐着手までに約３年（想定）要していた。

※林野庁及び有田川町の資料に基づき作成

○ 和歌山県有田川町では、町内の大部分で地籍調査が実施済みであったことにより、森林経営管理制度（平
成31年４月開始）の下での所有者への意向調査と合意形成を迅速かつ効率的に進めることが可能となった結
果、約３年程度を要すると想定していた工程を１年半以内に短縮するなど、速やかな間伐作業の着手を実現。
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（参考）地籍調査未実施による支障事例（虎ノ門・麻布台地区の事例）

所在不明の土地所有者等の特定（住所変更や相続の登記未了）

土地所有者等との調整（境界の根拠資料となる測量図や境界確
認書等が少ない）

登記所地図の訂正手続（公図と現況が大きく異なっていた）

主に以下の作業が難航し、土地の境界の確認や地積の確定
に、多大な手間と期間（約10年）を要した

1993

【従前の公図（謄写）】公図界が多数あり、図の境界で不連続が発生

※森ビル提供資料より作成

土地所有者や
借家人等の関係者

約800人

対象筆数
約300筆

【従前の空中写真】赤線で囲んだ部分が対象土地

市
街
地
再
開
発
準
備
組
合
設
立

着
工

市
街
地
再
開
発
組
合
設
立

権
利
変
換
計
画
認
可

竣
工
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全ての土地の
境界確認まで10年

土地所有者等の探索等
事前準備・調整

○ 虎ノ門・麻布台地区市街地再開発事業では、約８．１㏊の土地を第一種市街地再開発事業として整備。
○ 事業規模等地区の特性を踏まえ、都市計画決定以降の事業円滑化を図るべく、土地の境界確認に向けた
動きを早期に実施したが、境界に係る資料検討や土地所有者の探索等のために多大な手間と期間が発生。
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